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 大規模小売店舗の立地に当たっては，大規模小売店舗立地法にもとづき周辺地域の生活環境への配慮が

必要になる．この中には，周辺交通への影響を緩和するための駐車台数の確保が含まれている．経済産業

省による「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」では簡易な算定式が示されてお

り，これにもとづいて駐車台数を設定する店舗が多くあるが，地域の状況によっては過大な駐車台数とな

っている場合も見受けられ，開店後に駐車台数を減少させる事例もみられる．本研究では，宮城県，奈良

県，広島県を対象に，大規模小売店舗における駐車台数の実態と，経済産業省による指針で必要とされる

駐車台数との比較をおこなう． 
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1. はじめに 

 

 大規模小売店舗の立地に当たっては，大規模小売店舗

立地法にもとづき周辺地域の生活環境への配慮が必要に

なる．この中には，周辺交通への影響を緩和するための

駐車台数の確保が含まれている．経済産業省による「大

規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指

針」では簡易な算定式が示されており，これにもとづい

て駐車台数を設定する店舗が多くあるが，地域の状況に

よっては過大な駐車台数となっている場合も見受けられ，

開店後に駐車台数を減少させる事例もみられる． 

 本研究では，宮城県，奈良県，広島県を対象に，大規

模小売店舗における駐車台数の実態と，経済産業省によ

る指針で必要とされる駐車台数との比較をおこなう．ま

た，開店後の店舗における駐車台数の減少に関する届出

の状況を把握する．これにより，経済産業省による指針

で必要とされる駐車台数の妥当性について検討をおこな

うことを目的とする． 

 

 

2. 経済産業省の指針による必要駐車台数 

 

 経済産業省による「大規模小売店舗を設置する者が配

慮すべき事項に関する指針」では，大規模小売店舗に必

要とされる駐車台数を算定する方法として，以下のよう

な算定式が掲載されている 1,2)． 

 

必要駐車台数 

＝小売店舗へのピーク 1 時間当たりの自動車来台数

×平均駐車時間係数 

＝1 日の来客数（人）（店舗面積当たり日来客数原単

位A（人/千m2）×当該店舗面積 S（千m2）） 

×ピーク率B（%） 

×自動車分担率C（%） 

÷平均乗車人員D（人/台） 

×平均駐車時間係数E 

 

 ここで，算定に必要となる変数 A～E は以下のような

ものであり，具体的には表-1～表-5 のような値が用い

られている． 

・店舗面積当たり日来客数原単位 A（人/千 m2）：1 日

の総来客数を店舗面積 1,000m2当たりに換算したもの．

店舗面積が小さいほど値は大きくなる． 

・ピーク率 B（%）：1 日の総来客数に対する，ピーク

時間帯の 1時間の来客数の割合． 

・自動車分担率 C（%）：総来客数に対する，自動車で

の来客数の割合．駅からの距離が小さいほど値は小

さくなる． 

・平均乗車人員 D（人/台）：自動車 1 台当たりの来客

数の平均値． 
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表-1 店舗面積当たり日来客数原単位A（人/千m2） 

 

 

表-2 ピーク率B（%） 

 

 

表-3 自動車分担率C（%） 

60

人口40万人未満10万
人以上 60(L≧300)

人口10万人未満
40+0.1L(L<300)

L:駅からの距離(m)

70

70（L≧300)
80

50

12.5+0.055L(L<500)
40(L≧500)

商業地区 その他地区
5+0.05L(L<500)

30(L≧500）

37.5+0.075L(L<300)

C

人口100万人以上

人口40万人以上100
万人未満

 

 

表-4 平均乗車人員D（人/台） 

 

 

表-5 平均駐車時間係数E 

 

 

・平均駐車時間係数 E：来客の平均滞在時間に関する補

正係数．店舗面積が小さいほど値は小さくなる． 

 この方法は，算定に当たって必要となる情報が店舗面

積，用途地域，人口，駅からの距離のみであり，単純な

方法で必要な駐車台数が算定可能である点が特徴である．

一方，これら以外の地域特性が考慮されない点，駐車場

が溢れて周辺道路に影響を及ぼすことがないよう駐車台

数に余裕をもたせていることから，過大な駐車台数を要

求される可能性がある点が指摘されている．たとえば，

近年，平成の大合併と呼ばれる市町村合併が多くおこな

われているが，この算定方法では店舗周辺の状況に変化

がなくても，市町村合併によって人口が増加すると店舗

面積当たり日来客数原単位 A や自動車分担率 C が変化

することになってしまう． 

 

表-6 大規模小売店舗立地法施行以降の新設届出の件数 

（宮城県，奈良県，広島県） 

年 奈良県 宮城県 広島県 合計
H12 0 3 5 8

H13 4 16 9 29

H14 8 13 16 37
H15 10 24 18 52
H16 7 15 21 43
H17 10 19 8 37
H18 3 26 18 47
H19 6 25 22 53
H20 7 11 26 44
H21 8 13 12 33
H22 5 9 17 31
H23 10 11 22 43
H24 21 15 19 55
H25 4 10 18 32
H26 8 13 12 33
H27 12 16 22 50
H28 8 12 23 43
H29 8 7 8 23
合計 139 258 296 693

大店立地法以降の出店数合計

 

 

3. 駐車台数の減少に関する届出の状況 

 

(1) 対象地域の設定 

 本章では，宮城県，奈良県，広島県の 3県を対象とし

て，駐車台数の減少に関する届出の状況についてみるこ

とにする． 

 大規模小売店舗立地法における新設・変更の届出は，

政令指定都市の場合は市（ここでは仙台市，広島市）に，

その他の市町村の場合は都道府県（ここでは宮城県，奈

良県，広島県）に提出され，審議会による審議を受けて

いる．本研究では宮城県，奈良県，広島県，仙台市，広

島市および県内の他の市町村の担当部署のホームページ

に掲載された資料にもとづき，必要となる情報を抽出し

ている． 

 表-6 に，宮城県，奈良県，広島県における大規模小

売店舗立地法施行以降（H12～H29）の新設届出の件数

を示す．県ごとに，また年度ごとにばらつきはあるが，

3 県で 18 年間に 693 件の新設届出がある．また，新設

以外でも多数の変更届出がおこなわれており，その中に

は駐車台数の減少に関する届出も多く含まれている． 

 

(2) 駐車台数の減少に関する届出の件数 

 宮城県，奈良県，広島県について，最近 3 年間（H27

～H29）における変更届出の総数に対する，駐車場の変

更に関する届出の件数およびその内訳（減少，増加，配

置変更）について集計をおこなう． 

 結果を表-7，表-8 に示す．宮城県では変更届出の総

数に対して半数が駐車場の変更に関する届出である．ま

たそのほとんどが駐車台数の減少に関する届出であり，

駐車台数が過大になっている傾向が見受けられる．奈良
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県，広島県ではそれほど顕著ではないが，奈良県では

28%，広島県では 12%が駐車台数の減少に関する届出で

あり，それほど少ない件数ではないといえる．また，3

県すべてにおいて，駐車場の変更に関する届出の中では

駐車台数の減少に関する届出の件数が最大となっている．

このため，全国的に駐車台数の減少に関する届出がある

程度の件数は存在していることが推察される． 

 

(3) 指針による必要駐車台数との比較 

 つぎに，駐車台数の減少に関する届出があった店舗に

ついて，変更前後の実際の駐車台数と，経済産業省の指

針により算定される必要駐車台数との比較をおこなう．

実際の駐車台数は変更届出に記載された変更前後の駐車

台数を用い，指針により算定される必要駐車台数は変更

前は当該店舗の開店時の立地条件，変更後は変更届出時

の立地条件にもとづき算定をおこなった．なお，算定に

必要となる情報は上述の県および市町村のホームページ

の他，当該店舗のホームページなどから抽出している． 

 実際の駐車台数と指針の必要駐車台数との大小関係に

より，結果は以下の 3種に分類される． 

・大→大：指針の必要駐車台数より大きい台数から大き

い台数に減少しているもの． 

・大→小：指針の必要駐車台数より大きい台数から小さ

い台数に減少しているもの． 

・小→小：指針の必要駐車台数より小さい台数から小さ

い台数に減少しているもの． 

 結果を表-9，表-10 に示す．表-9 は店舗ごとに変更前

後の実際の駐車台数と指針の必要駐車台数とを比較した

ものであり，乖離度は指針の必要駐車台数に対する実際

の駐車台数の割合を示している．また表-10 は変更前後

の実際の駐車台数と指針の必要駐車台数との大小関係に

ついて集計したものであり，上段が県ごとに集計したも

の，下段が当該店舗の開店時期により，大規模小売店舗

立地法の施行以前（大規模小売店舗法の施行時期）と大

規模小売店舗立地法の施行以降とに区分して集計したも

のである． 

 表-10 をみると，駐車台数の減少に関する届出があっ

た 22 店舗のうち，18 店舗で変更後の駐車台数が指針の

必要駐車台数を下回っていることがわかる．またこのう

ち 10 店舗は指針の必要駐車台数の 80%以下の駐車台数

となっていた．また変更前は指針の必要駐車台数よりも

大きい駐車台数であったものが変更後には小さい駐車台

数となっているものも多いことがわかる． 

 実際には開店時から複数回の変更届出をおこなってい

る店舗も存在するため，変更前の駐車台数が開店時の駐

車台数と一致しているわけではないが，開店時には指針

の必要駐車台数にあわせて開店直後のピーク需要に備え

た駐車台数を設定し，不要になった時点で駐車台数を減 

表-7 変更届出の総数に対する駐車場の変更に関する 

届出の割合 

年度 変更届出 減少 増加 配置変更

H27 1 0 0 0

H28 6 3 0 0
H29 4 0 1 0
合計 11 3 1 0

0.272727 0.090909 0

年度 変更届出 減少 増加 配置変更

H27 10 3 0 0
H28 15 7 1 0

H29 7 5 0 0
合計 32 15 1 0
全体に対する割合 0.46875 0.03125 0

年度 変更届出 減少 増加 配置変更
H27 30 5 0 2

H28 23 1 1 2
H29 7 1 1 0
合計 60 7 2 4

全体に対する割合 0.116667 0.033333 0.066667

奈良県の届け出状況

全体に対する割合

広島県の届け出状況

宮城県の届け出状況

 

 

表-8 駐車場の変更に関する届出の内訳 

奈良県 宮城県 広島県 奈良県 宮城県 広島県

H27 0 3 7 10 0 3 5 8
H28 3 8 4 15 3 7 1 11
H29 1 5 1 7 0 5 1 6

合計 4 16 12 32 3 15 7 25

奈良県 宮城県 広島県 奈良県 宮城県 広島県

H27 0 0 0 0 0 0 2 2
H28 0 1 1 2 0 0 2 2
H29 1 0 0 1 0 0 0 0

合計 1 1 1 3 0 0 4 4

3県
増加 配置変更

年度
駐車場に関する変更

3県
減少

3県

3県年度

 

 

表-9 変更前後の実際の駐車台数と指針の必要駐車台数 

との比較 

店名 県名 自治体名 用途地域 店舗の業種 開業年月実際台数（前）実際台数（後）計算台数（前 ）計算台数（後）乖離度（前） 乖離度（後）

イオン仙台店 仙台市 商業地域 ショッピングモール 1975.9 1489 441 411 262 363% 168%
コーナンあすと長町 仙台市 商業地域 ホームセンター 2013.6 172 158 103 164 167% 96%
ヨークベニマル古川店 大崎市 準住居地域 ショッピングモール 1984.7 200 150 96 128 208% 117%
イオン石巻東ショッピングセンター 石巻市 第一種低層住居地域ショッピングモール 2005.7 1331 723 1138 1138 117% 64%
イオンタウン鹿島台 大崎市 不明 ショッピングモール 1997.7 580 412 966 846 60% 49%
イオン多賀城ショッピングセンター 多賀城市 第二種住居地域 ショッピングモール 1993.5 1291 600 1141 1141 113% 53%
イトーヨーカドー石巻あけぼの店 石巻市 近隣商業地域 ショッピングモール 1996.6 802 550 691 691 116% 80%
カワチ薬品大河原店 大河原町 第一種低層住居地域薬局 2004.2 160 126 179 179 89% 70%
TSUTAYA仙台泉店 仙台市 準工業地域 書店 2013.3 612 568 424 584 144% 97%
ドン・キホーテ富谷 富谷市 第一種低層住居地域雑貨店 2015.12 189 130 239 239 79% 54%
イオン鈎取ショッピングセンター 仙台市 近隣商業地域 ショッピングモール 2006.4 1367 1064 1048 1048 130% 101%
ダイシン大富店 大和町 第一種低層住居地域ホームセンター 2012.7 194 160 271 271 72% 59%
藤三広ショッピングデパート 呉市 近隣商業地域 スーパーマーケット 1978.4 245 175 68 68 361% 258%
イオン広ショッピングセンター 呉市 商業地域 ショッピングモール 1978.11 376 226 411 411 92% 55%
ゆめマート安浦 呉市 近隣商業地域 スーパーマーケット 1989.6 78 64 157 137 50% 47%
イオン三原ショッピングセンター 三原市 商業地域 大型SC 1989.7 1174 1139 1409 1409 83% 81%
コーナン神辺店 福山市 商業地域 ホームセンター 2017.5 680 304 441 441 154% 69%
ラ・ムー八木店 広島市 近隣商業地域 スーパーマーケット 2016.4 282 90 90 90 313% 100%
イオンタウン富雄南 奈良市 第二種住居地域 ショッピングモール 2014.1 618 470 824 824 75% 57%
アピタ大和郡山 大和郡山市 近隣商業地域 大型SC 2004.4 2443 1652 2031 2031 120% 81%
ASMO大和郡山 大和郡山市 商業地域 スーパーマーケット 2015.11 433 380 280 280 155% 136%

奈良県

宮城県

広島県

 

 

表-10 変更前後の実際の駐車台数と指針の必要駐車台数 

との大小関係 

奈良県 宮城県 広島県 合計

大→大 1 2 1 4
大→小 1 7 2 10
小→小 1 4 3 8

合計 3 13 6 22

大店法 大店立地法 不明 合計

大→大 2 2 0 4
大→小 3 6 1 10
小→小 4 4 0 8

合計 9 12 1 22  
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少させている店舗が存在していることが推察される．す

なわち，指針の必要駐車台数が各店舗が実際に必要と考

える駐車台数を上回っている傾向が見受けられる． 

 

(4) 駐車台数の減少に関する届出の割合 

 つぎに，大規模小売店舗立地法の施行以降に新設され

た店舗の中で，駐車台数の減少に関する届出があった店

舗の数をみることにする． 

 表-11 は，大規模小売店舗立地法の施行以降に新設さ

れた店舗の中で，最近 3 年間（H27～H29）で駐車台数

の減少に関する届出があった店舗の数をみたものである．

また表-12 は，大規模小売店舗立地法の施行以降に新設

された店舗の総数の中で，当該年度に駐車台数の減少に

関する届出があった店舗の割合をみたものである．ここ

では，表-6 に示された H12～当該年度の新設店舗の総

数を分母とし，当該年度に駐車台数の減少に関する届出

があった店舗の数を分子として割合を算定している．す

なわち，大規模小売店舗立地法の施行以降に新設届出が

なされ，指針による必要駐車台数の算定がおこなわれて

いると考えられる店舗の中で，駐車台数の減少に関する

届出があった店舗の割合を示している． 

 これをみると，最近 3年間では大規模小売店舗立地法

の施行以降に新設された店舗のうち，1 年当たりおよそ

1～3%の店舗で駐車台数の減少に関する届出がなされて

いることがわかる．1 年当たりの件数では 1～3%である

が，大規模小売店舗立地法の施行以降の全体でみると，

3 県で 70 件近くの駐車台数の減少に関する届出がなさ

れている．店舗の新設届出の総数は 3県で 693件である

ため，全店舗の中で 1割近くが駐車台数の減少に関する

届出をおこなっていることになる．この点からも，指針

の必要駐車台数が各店舗が実際に必要と考える駐車台数

を上回っていることが推察される． 

 

 

4. おわりに 

 

 本研究では，宮城県，奈良県，広島県を対象に，大規

模小売店舗における駐車台数の実態と，経済産業省によ

る指針で必要とされる駐車台数との比較をおこなった．

また，開店後の店舗における駐車台数の減少に関する届

出の状況を把握した．これにより，指針の必要駐車台数

が各店舗が実際に必要と考える駐車台数を上回っている

傾向が見受けられた． 

 今後の課題としては，他の都道府県に対しても同様の

調査をおこない，これらの傾向を把握すること，また地

域特性による差異の有無を把握することが挙げられる．

またこれらにもとづき，地域の状況にあわせた駐車台数

の算定方法を検討することが必要であると考えられる． 

表-11 大規模小売店舗立地法施行以降の新設店舗に対する 

駐車台数の減少に関する届出の件数 

年 変動傾向 奈良県 宮城県 広島県
大→大 0 1 1 2

大→小 0 1 0 1

小→小 0 0 0 0
大→大 1 1 0 2
大→小 1 1 1 3
小→小 1 1 0 2
大→大 0 1 0 1
大→小 0 0 0 0
小→小 0 1 0 1
大→大 1 3 1 5
大→小 1 2 1 4
小→小 1 2 0 3
合計 3 7 2

H29

合計
大店立地法以降出店店舗の駐車台数減少件数

3

7

2

合計 12

H27

H28

 

 

表-12 大規模小売店舗立地法施行以降の新設店舗に対する 

駐車台数の減少に関する届出の割合 

年 奈良県 宮城県 広島県 合計
H27 0.00000 0.00837 0.00377 0.00478
H28 0.0229 0.0120 0.00347 0.0104
H29 0.00000 0.00775 0.00000 0.00289

合計 0.0216 0.0271 0.00676 0.0173

駐車台数減少届出の割合
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